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７．全体会議・外部評価委員会 

 

７．１ 活動報告 

 

第１回(令和４年度第１回)「森本・富樫断層帯における重点的な調査観測」全体会議 議事

概要 

 

日時 令和４年 10 月３日（月） 13 時 00 分～15 時 25 分 

場所 新型コロナウイルス感染症対策のため Zoom によるオンライン開催 

議事 １．「森本・富樫断層帯における重点的な調査観測」の全体計画概要について 

２．各サブテーマの３ヶ年の調査観測計画と令和４年度のこれまでの調査結果に

ついて 

 ３．その他 

 

 

第２回(令和４年度第２回)「森本・富樫断層帯における重点的な調査観測」全体会議 議事

概要 

 

日時 令和５年３月 29 日（水） 11 時 00 分～15 時 30 分 

場所 京都大学東京オフィス大会議室Ａ＋Ｂ及び Zoom によるハイブリッド開催 

議事 １．令和４年度の調査観測の成果及び令和５年度の計画について 

 ２．その他 

 

 

第１回(令和４年度第１回)「森本・富樫断層帯における重点的な調査観測」外部評価委員

会 議事概要 

 

日時 令和５年３月 29 日（水） 15 時 45 分～16 時 37 分 

場所 京都大学東京オフィス大会議室Ａ＋Ｂ 

議事 １．外部評価委員会の役割、構成について及び委員長の選任 

２．令和４年度「森本・富樫断層帯における重点的な調査観測」についての評価 

３．その他 
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森 本 ・ 富 樫 断 層 帯 に お け る 重 点 的 な 調 査 観 測  外 部 評 価 委 員 会 規 則  

令 和 ４ 年 ７ 月 ６ 日 制 定  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、文 部 科 学 省 科 学 技 術 基 礎 調 査 等 委 託 事 業「 森 本・富 樫 断

層 帯 に お け る 重 点 的 な 調 査 観 測 」 を 適 切 か つ 効 果 的 に 推 進 す る た め 、 外 部 評

価 委 員 会（ 以 下「 委 員 会 」と い う 。）を 設 置 し 、そ の 組 織 及 び 運 営 に つ い て 定

め る も の と す る 。  

 

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  委 員 会 は 、 外 部 有 識 者 を 評 価 委 員 （ 以 下 「 委 員 」 と い う 。） と し て 招

聘 し 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 進 捗 状 況 の 把 握 ・ 評 価 ・ 改 善 提 言 ・ 指 導 等 を 行 う こ

と を 目 的 と す る 。  

 

（ 任 務 ）  

第 ３ 条  前 条 に 定 め る 目 的 を 達 成 す る た め 、委 員 会 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項

に つ い て 審 議 す る 。  

（ １ ） 本 プ ロ ジ ェ ク ト に 関 わ る 研 究 計 画 や 実 施 状 況 及 び 研 究 成 果 に 関 す る こ

と  

（ ２ ） 事 後 評 価 に 関 す る こ と  

（ ３ ） そ の 他 、 研 究 推 進 に 関 わ る 事 項 に 関 す る こ と  

 

（ 構 成 ）  

第 ４ 条  委 員 会 の 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の 中 か ら そ れ ぞ れ １ 名 以 上 を 京 都 大

学 防 災 研 究 所 長 （ 以 下 「 所 長 」 と い う 。） が 委 嘱 す る 。  

（ １ ） 地 震 学 ・ 変 動 地 形 学 ・ 強 震 動 地 震 学 ・ 社 会 シ ス テ ム 工 学 の 各 分 野 に お

け る 有 識 者  

（ ２ ） 必 要 に 応 じ て 、 オ ブ ザ ー バ ー の 参 加 を 認 め る 。  

 

（ 委 員 長 ）  

第 ５ 条  委 員 会 に 委 員 長 を 置 く 。  

２  委 員 長 に 事 故 あ る と き は 、 あ ら か じ め 委 員 長 の 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務

を 代 理 す る 。  

 

（ 任 期 ）  

第 ６ 条  委 員 の 任 期 は 、 １ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  補 欠 に よ る 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

 

（ 会 議 ）  

第 ７ 条  委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ 、 委 員 長 が 招 集 す る 。  
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（ 委 員 会 の 期 限 ）  

第 ８ 条  委 員 会 の 期 限 は 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 終 了 ま で と す る 。  

 

 

（ 補 則 ）  

第 ９ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、委 員 会 の 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、

委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

附  則  

１ ． こ の 規 則 は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 ６ 日 か ら 施 行 さ れ る 。  

２ ． こ の 規 則 の 施 行 に よ っ て 委 嘱 さ れ た 最 初 の 委 員 の 任 期 は 、 第 ６ 条 第 １ 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  
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７．２ 外部評価委員会構成員 

 

１．外部評価委員 

 国立大学法人千葉大学大学院理学研究院  宮内 崇裕(委員長) 

国立大学法人東北大学災害科学国際研究所    遠田 晋次(委員長代理) 

国立大学法人鳥取大学工学部   香川 敬生 

 株式会社大崎総合研究所            佐藤 俊明 

 

２．オブザーバー 

（委託元）   文部科学省研究開発局地震・防災研究課 

（委託・再委託機関）  研究代表者、各サブテーマ責任者 

  


